
経済産業大臣宮沢洋一 様

環企第 1115号

平成 27年 3月 20日

新潟県知事 泉田裕彦

環境影響評価方法書に対する意見について(通知)

平成 26年 12月 l日付けで黒部川電力株式会社から送付のあった「新姫川第六

発電所建設計画環境影響評価方法書」について、環境影響評価法第 10条第 l項及

び電気事業法第 46条の 7第 1項の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を別

紙のとおり提出します。



園

新姫川第六発電所建設計画環境影響評価方法書に関する意見書

1 事業計画について

工事計画や施設設計などの事業計画の詳細が明らかになっていないことか

ら、これらを可能な限り確定させたうえで、適切に環境影響評価を行うこと。

2 騒音

発電所建設予定地の直近に民家が存在することから、発電所の供用により騒

音・振動の影響が及ぶおそれがある場合には、供用時の騒音・振動について環

境影響評価項目に選定し、調査、予測・評価を実施すること。

3 水質

( 1 ) トンネル掘削に伴う湧水の排水について、河川への排出地点、排出時の水

質等を明らかにした上で河川環境への影響を予測・評価すること。

(2) トンネル掘削に伴う湧水の排水及び土捨て場からの排水について、自然由

来の重金属が含まれるおそれがある場合には、河川、地下水等への影響を

予測・評価し、適切な環境保全措置を検討して、周辺環境への影響を回避

又は低減すること。

4 動物

( 1 )文献調査において、アユやサクラマスなど海と川を行き来する遡河性魚類

の生息、が確認されていることから、とれらの生息の有無や産卵場の位置等

を確認できるよう、調査時期及び調査日数を適切に設定すること。

(2)魚類及び底生生物の現地調査について、生息状況を適切に把握するため、

減水区間内に調査地点を追加するとともに、渇水期調査を追加して実施す

ること。

(3 )供用後における予測時期は「発電所運転開始後、定常状態に達した時期J

とされているが、減水区間の河川流量が最も少なくなる時期及び最も少な

くなった場合での魚類、底生生物及び河川生態系への影響(産卵場所への

影響、水質や河床構成材料の変化を含む)について予測・評価を行うこと。



5 植物

ヒメギフチョウやクモマツマキチョウ等の重要な動物の生息と密接に関連す

る食草等の植物についても重要な種として取扱い、予測・評価を行うこと。

6 人と自然との触れ合いの活動の場

供用時における人と自然との触れ合いの活動の場への影響として、土捨て場

の直近に「塩の道トレイノレJが存在していることから、人と自然との触れ合い

の活動の場に影響を及ぼすおそれがある場合には、供用時の人と自然との触れ

合いの活動の場についても環境影響評価項目として選定すること。

7 その他

準備書の作成にあたっては、用語の補足、図表の使用、資料・データ類の分

冊化等、編集方法の工夫により閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとな

るよう配慮すること。
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長野県知事阿部守一骨

新姫川第六発電所建設計画に伴う環境影響評価方法書に対する

長野県知事の意見について(通知)

平成 26年 12月 1日付けで黒部川電力株式会社から送付のあった「新姫川第六発

電所建設計画に伴う環境影響評価方法書jについて、環境影響評価法(平成9年法

律第 81号)第 10条第1項及び電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第 46条の 7

第 1項の規定に基づく環境保全の見地からの意見を別紙のとおり提出します。



長野県知事の意見

(新姫川第六発電所建設計画に伴う環境影響評価方法書)

[全般]

1 環境影響評価の実施にあたっては、新たな科学的知見を取り入れた最新の技術手法の

利用に努めるとともに、文献や資料等についてはオリジナルまでさかのぼって引用し、

その出典を明記するニとよ

2 環境影響評価の実施にあたっては、地域特性を考慮し、主務省令のほか「長野県環境

影響評価条例(平成 10年長野県条例第 12号)J、「長野県環境影響評価技術指針(平成

10年9月 28日長野県告示第 476号)J .等の内容を踏まえ、適切に調査、予測及び評価

を行うこと。

[水質]

3 姫}11からの取水量及び取水日数の増加に伴う減水区間の流況の変化による水質への

影響を把握するため、中間地点においても水質と流量の調査地点を追加し、予測、評価

を行うこと。

4 姫川の減水区間の流況変化を考慮すると、支川による負荷量の影響が相対的に大きく

なるため、横川など影響が大きいと考えられる支川の影響も考慮し、より精度の高い

予測評価となるよう努めること。

[植物・動物・生態系]

5 植物、動物及ひ・生態系について、長野県、新潟県の最新版の「レッドデータブ、ックJ

-や国土交通省の「河)11水辺の国勢調査j を確認し、調査、予測及び評価を行うこと。

6 事業実施区域の周辺には、イチョウシダ、アオチャセンシダ、 トガクシデンダ、

ミヤマシシガシラ、ヤシャピシャク等重要な種や群落が生育している可能性がある。

また、流況が変化する姫川の減水区間においても希少種が生育している場合がある

ので、こうしたことを考慮の上、 e適切に現地調査を実施し、予測及び評価を行うこ左。

7 姫)11からの取水量及び取水日数の増加に伴う減水区間の流況の変化による影響を

考慮し、中間地点においても魚類、底生生物の生育及び生息環境の状況について適切に

把握できる調査地点を追加し、予測及び評価を行うこと。

8 取水地点周辺において、絶滅危倶種であるヒメギフチョウ、ギフチョウが生息して

いるため、食草の生育状況を含めて適切に調査を実施すること。

9 事業実施区域の周辺には、サシパが営巣している可能性が高いので、生息状況を把握

し、予測及び評価を行うこと。
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10 魚道を利用する魚類への配慮や、取水口や放流口からの魚類の迷い込みの防止につい

ても、施設の維持管理上の環境への配慮として重要で、あるため、クリーンエネノレギーを

商品とする環境配慮企業におけるCSR.の一環として、調査を実施することを検討する

こと。

[触れ合い活動の場]

11 姫川の減水区間内における釣り人の活動状況を確認し、「人と自然との触れ合い活動

の場Jの調査項目に加え、予測及び評価を行うことを検討すること。

参考意見(主に新潟県内の環境影響に対する環境保全の見地からの意見)

[大気質]

12 工事用資材等の搬出入及び建設機械の稼働により発生する粉じん等において、浮遊

粒子状物質 (SPM)を調査、予測及び評価の項目に加えることを検討すること。

13 大気質及び気象の状況の現地調査においては、地形や建物の影響が最小となる地点を

適切に選定すること。

[水質・土壌汚染]

14 トンネル掘削や土地造成において、発生土に自然由来の重金属等が含まれるおそれが

あるため、工事現場及び土捨場の周辺地域における河川、地下水等への影響について、

調査、予測及び評価を行うこと。

[地形・地質]

15 r地形・地質Jは他の項目の予測における基礎的な情報となる環境要素であり、事業

計画地が険しい地形、特殊な地質、地すべり地帯であることを踏まえ、「地形・地質J

を環境影響評価の項目として選定することを検討すること。

また、環境影響評価準備書において「地すべりの分布と計画との関係ん「蛇紋岩の

分布」、「糸魚川静岡構造線との関係」等の情報を、住民にも分かりやすく、丁寧に説明

すること。

[その他]

16 国道 148号から分岐した先の土捨場への走行ルートは、幅員が狭い区聞があり、一部

には人家が沿道にあるため、住民の歩行や地元車両の通行上の安全確保について、十分

Jこ配慮すること。
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